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ＳＴＯＰ！！いじめ 

～いじめを防ぐ・早期発見するために～ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒲郡市立塩津小学校 

○校訓「強く 明るく たくましく」 

○めざす子どもの姿 

「○しゅたいせい ○おもいやり ○つよさ・たくましさ」 

  

 めざす子どもの姿の具現化を通して明るく，元気な学校を「チーム塩

津小」として取り組んでいきましょう。 

 

Ⅰ，いじめ防止基本方針 

Ⅱ，いじめへの対応の流れ 

Ⅲ，重大事態の対応の流れ 

Ⅳ，「ＳＴＯＰ！！いじめ」１年の取り組み 
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令和８年４月１日 

 

蒲郡市立塩津小学校 

生徒指導部 

Ⅰ、いじめ防止基本方針 
 

１ いじめの防止についての基本的な考え方 
いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす絶対に許されない行為である。 

また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えをもとに、全教職員が、

日頃から児童に寄り添い、ささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、指導については、学

校全体で組織的に対応していく。 

 塩津小学校では、「強く・明るく・たくましい子ども」の育成という学校教育目標を達成するた

めに、生徒指導が学習指導と相まって重要な役割を果たしていることを認識し、児童一人一人が学

校生活の中で、個性や能力を十分発揮し、主体的に活動できることを大切にしている。一人一人を

大切にした授業、満足感や充実感が味わえる学校生活をめざす中で、全職員が常にものごとを児童

の側に立って考え、信頼関係を築くことに努める。児童会を中心としたたて割り活動や奉仕活動、

様々な体験活動を重視した学習、地域の方に協力していただき、地域と連携した学校行事などの中

で、健全な仲間づくりと地域に開かれた学校づくりに努める。 

 

２ いじめ防止対策組織 
「生徒指導・いじめ・不登校対策委員会」（以下「塩小ネットワーク」）を活用して、いじめのささ

いな兆候や懸念、児童からの訴えを全職員で共有し、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織

として対応する。学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たっての中核的な役割を

担う。 

「塩小ネットワーク」は全職員で構成し、必要に応じてスクールカウンセラーを加える。 

（１）「いじめ防止対策組織」の役割  

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認 

   ・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行う。また、全職員にお

いても基本方針が計画通りに実施されているか、各取り組みの有効性の検証を行い、改善策

を検討していく。  

イ 教職員への共通理解と意識啓発 

・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図 

る。 

    ・年３回の「いじめアンケート」の実施後、全校一斉の教育相談を５月・１１月・２月に設け、

全ての児童とふれあいながら相談活動を行う。また、その結果の集約、分析、対策の検討を

行い、効果的ないじめ防止対策に努める。 

ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発 

・校長室だより、学年通信、学級通信やホームページなどを通して、いじめ防止の取り組み状

況や学校評価アンケートの結果等を発信する。また、児童の活躍した場面を数多く発信し、

学校の楽しい雰囲気づくりに努める。 

エ いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

    ・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあると情報があった場合は、正確な事実の把

握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。 

    ・事案への対応については、問題解決に向けて、臨機応変に個に応じた対策組織を組み、総力

をあげて取り組む。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。 

    ・問題が解消したと判断した場合も、その後の様子を複数の職員で見守り、継続的な指導・支

援を行う。 

※問題の解消とは、以下の２点が満たされる状態である。 

・被害者に対する心理的・物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるもの

を含む）が少なくとも３ヶ月は止んでいる状態。 
      ・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないかを、被害児童生徒と保護者の双方と面談し確認 

する。  
 



３ いじめの防止等に関する具体的な取り組み 
（１） いじめの未然防止の取り組み 

ア 児童相互の理解を深めさせ、意欲的な学級・学校づくりをすすめる。 

イ 互いの個性を尊重しあい、差別やいじめなどのない集団生活を心がける。 

ウ 規律ある生活態度、あいさつ、返事、言葉づかい、礼儀等に努める。 

エ 思いやりと感謝の心を育て、社会性・公共性を養うために、奉仕活動や清掃活動を重視 
する。 

オ 幼・保・こ・小・中学校の一貫した生徒指導の強化・充実を図るとともに家庭・地域社 
会との緊密な連携を図り、児童の健全育成に努める。 

（２） いじめの早期発見の取組 

ア 日常的な会話や日記に加え、定期的ないじめアンケートや教育相談を実施（年３回）し、児 

童に寄り添い、小さなサインを見逃さないように努める。 
イ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、連絡帳などを通して保護者との信頼関係づくりに

努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。 
   ウ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。 

（３） いじめに対する措置 

   ア いじめの発見・通報を受けたら「塩小ネットワーク」を中心に組織的に対応する。 
   イ 被害児童をどんなことがあっても守り通すという強い姿勢で対応する。 
   ウ 加害児童には教育的配慮のもと、いじめは許さないといった毅然とした姿勢で指導や支援を

行う。 
エ  教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー（主任児童

委員等）等の専門家や、警察署、児童相談センター、家庭児童相談室等の関係機関との連携

のもとで取り組む。 
     オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づ

くりを行う。 
     カ ネット上のいじめへの対応については、関係者の保護者との協力体制をとることはもちろん、

必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。 
 
４ 重大事態への対応 
（１） 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、「重大事態対応フロー図」に基づい

て対応する。 

（２）学校が事実に関する調査を実施する場合は、「臨時生徒指導・いじめ・不登校対策委員会」を 

開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。 

（３）調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。 

 

５ 学校の取り組みに対する検証・見直し 
（１）学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取り組みについては、ＰＤＣＡサイクル

（ＰＬＡＮ→ＤＯ→ＣＨＥＣＫ→ＡＣＴＩＯＮ）で見直し、実効性のある取り組みとなるよう、

努める。 

（２）いじめに関する項目を盛り込んだ、教職員による取り組み評価及び保護者への学校評価アンケ

ートを実施し、いじめに関する取り組みの検証を行う。 

 

６ その他 
 （１）いじめ防止に関する校内研修を適時計画し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上

に努める。  

（２）「学校いじめ防止基本方針」は４月に塩津小学校のホームページに掲載する。 

（３）長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 



塩小ネットワーク（指導方針、対応する役割分担の決定） 

※ いじめの範疇を超えた「犯罪」として対応しなければい

けない場合など、必要に応じて、教育委員会、外部機関

と連携を図る。 

Ⅱ、いじめへの対応の流れ 

 

 
 

 

 

 

学年主任・校務主任 

への報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  塩小ネットワークへ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩小ネットワークへの報告 

 

 

 

 

観  察･･･子どもの発するサイン（変化）を見逃さない 

  （表情・態度・姿勢・持ち物など） 

調  査･･･いじめアンケート、教育相談など 

相  談･･･児童・保護者・地域からの情報 

※サインに気づいたら→いじめが隠れていないか状況調査 

① その子を相談へと導く。 

・やさしく、自然な声かけを大切にする。 

・意図的に、その子と話す機会を作る。（寄り添う） 

② その子の悩み・困り事を聞き出す。（指導・注意は×） 

③ 情報収集 

・他の児童や教師に情報の収集や目配りの協力要請 

・家庭訪問（相談室等に訪れていないかの確認） 

※いじめと思われる場面を見つけたら（複数の教員で対応） 

①すぐに介入し、毅然とした態度で制止する。 

②被害児童の安全を確保（相談室・和室等） 

 

１ いじめの発見 

２ 正確な実態把握 

４ 児童への指導・支援

保護者への連絡・協力 

３ 指導方針決定 

５ 今後の対応 

聞き取り･･･関係児童、周りの児童から個別に行う。 

      ↓ （物証を確保する。具体的な記録をとる） 

ひとつの事象にとらわれず、全体像を把握する。 

★ネット･･①いじめの発見 

     ②書き込み内容の確認・記録（デジカメ撮影等） 

     ③掲示板等の管理者へ削除依頼 

被害児童の保護者へ報告（発見日に一報を） 

被害児童･･･不安・心配を取り除き、心の安定を図る。 

加害児童･･･本人の気持ちや背景を十分理解した上で、「いじ

めは許されない」という認識をさせる。 

双方の保護者･･･直接会って、具体的な対応策、ケアの方法、

連携の取り方等を話し合い、協力を求める。 

学級、学年全体･･･見て見ぬふりをする傍観者も、いじめに

荷担しているということを認識させる。 

★ネット･･パソコン、携帯電話等の正しい利用についての 

     確認とお願い 

※ 必要に応じて、教育委員会、外部機関への報告 

・全職員へ指導経過等を説明、関係児童への配慮を要請 

・再発防止のための継続的な指導、支援を行っていく。 

・関係児童・保護者への心のケアにあたる。（ＳＣ等の活用） 

・児童の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やグループ指導

のあり方などについて、常に見直しや工夫改善を行う。 

・心の教育の充実を図り、心温かな集団づくりに努める。 

（薬物乱用防止教室、スマートフォン使い方教室等の開催） 

・地域・家庭との連携を積極的に図る。 

※ 必要に応じて、学年・全校集会、保護者説明会 



Ⅲ、重大事態の対応の流れ 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※「生徒指導・いじめ・不登校対策委員会」が調査組織の母体となる。 

           ※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の 

関係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を 

図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。 

 
 

 

※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

           ※事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。 

 

 
 

※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。 

           ※調査に当たって実施するアンケートは、調査に先立ちその旨を調査対象 

の在校生や保護者に説明をする。 

 
 

 

           

※いじめを受けた児童または保護者の所見をまとめた文書も調査結果に添

付する。 

 
 

 

 ※調査結果を踏まえ、再発防止に向けた取組を検討し、実施する。 

          ※再発防止に向けた取組の検証を行う。 

 
 

 

 

 

 

 

重大事態の発生 

学校が調査主体の場合 

教育委員会が調査の主体を判断 

学校に重大事態の調査組織を設置 

事実関係を明確にするための調査を実施 

いじめを受けた児童及びその保護者へ適切な情報提供 

調査結果を教育委員会に報告 

調査結果を踏まえた必要な措置 

教育委員会へ重大事態の発生を報告 



Ⅳ、「ＳＴＯＰ！！いじめ」１年の取り組み 

 いじめ・不登校対策委員会 未然防止の取り組み 早期発見の取り組み 保護者・地域との連携 

４

月 
Ｐ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ａ 

 

 

Ｐ 

 

 

Ｄ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｐ 

へ 

○「いじめ基本方針」

の内容の確認 

 

○ＳＣや（心の教室支

援相談室）の児童、

保護者への周知 

○学級開き、学年開き 

 

○いじめ相談窓口の児

童、保護者への周知 

○身体測定 

○ＰＴＡ役員会の開催→

情報交換 

○ＰＴＡ総会、学級

懇談会での「学校

いじめ基本方針」

の説明 

５

月 

○「いじめアンケー

ト」の実施→報告 

○現職研修 

「児童理解と学級づ

くり」 

 ○教育相談週間 

○塩中校区小中連絡会の

開催→情報交換 

 

○学校評議員会→

取り組みの報告 

６

月 

  ○学校保健委員会 

 

 

７

月 

   ○個人懇談会 

８

月 

○現職研修 

「事例研究会」 

   

９

月 

 ○塩津学区体育祭 

○薬物乱用防止教室 

 （隔年実施） 

○身体測定 

○教育相談週間 

 

○資源回収 

○授業参観 

 

10

月 

    

11

月 

○「いじめアンケー

ト」の実施→報告 

○赤い羽根募金活動  

○スポーツフェスティバル 

○ＰＴＡ役員会の開催→

情報交換 

 

12

月 

 ○人権週間（講話） 

 

 ○個人懇談会 

 

１

月 

 ○保健指導（性教育・

命の大切さを考え

る） 

○身体測定 

 

○学校評議員・保護

者への学校評価

アンケート 

 

２

月 

○「いじめアンケー 

ト」の実施→報告 

○保健指導 

（心と体の成長） 

○教育相談週間 

○塩中校区小中連絡会の

開催→情報交換 

○ＰＴＡ役員会の開催→

情報交換 

○授業参観 

○学年懇談会 

○学校評議員会→

助言を受ける 

３

月 

○学校評議員の評価

結果を検証し、「基

本方針」の見直し 

○６年生とのお別れ会 ○ＰＴＡ役員会の開催→

情報交換 

 

通

年 

○塩小ネットワーク

を開催し、いじめ

に関する情報の収

集・対応策の検討

（月に１回） 

○集会における校長講 

 話 

○道徳教育、体験活動

の充実 

○分かる授業の充実 

○健康観察の実施 

○ＳＣ、（心の教室支援相

談員）による相談 

 

○あいさつ運動 

 

※いじめが発生した場合の対応については、運営委員会・企画委員会など関係する職員で共通理解

を図りながら、すみやかに対応していく。 
 


